
通常通りに始まった夏休みでしたが、8月に入って、新型コロナウイルスの感染状況が悪化し、三重
県では、8月20日（金）から「まん延防止等重点措置」が適用され、続いて8月27日（金）から9月12
日（日）までの「緊急事態宣言」発令となりました。市内でも感染する方が急増し、とくに子どもたちが
感染する状況も増えてきています。
夏休み中は、子どもたちの大きな事故やけが等はなく、9月1日（水）に、元気な笑顔に会えることを

楽しみにしていましたが、感染状況の悪化により、2学期スタートに大きな変更が生じました。
すでに、メール配信にてご承知のことと思いますが、あらためて、市教委との連名の文書を２つ【市内
小中学校の2学期当初の教育活動について（1）および（2）】を同封しました。まずはご確認願います。
なおこの措置は、比較的規模の大きい、亀山西小、亀山東小、井田川小、関小、川崎小、亀山中、中部
中で共通となります。（規模の小さい小中学校では、分散登校はしませんが、5日までの臨時休業や、
午前中のみの授業、オンライン同時配信授業等については共通です。）
臨時休業日および、分散登校時において指定された登校時間以外は、お子さんがご家庭で過ごす

ことになります。保護者の皆様にはご負担等が生じることとなりますが、ご理解ご協力のほどよろしくお
願いします。また、9月13日（月）以降については、今後の感染状況等を見ながら、市内統一で検討し
ていく見込みで、今のところは未定です。ご理解ください。

NO.９ 令和３年８月３１日
校長 西口 昌毅

全校児童を地区別にAとBの２つのグループに分け、 登校時間帯を指定します。（下
の表をご覧ください）
午前の部は８：３０～１１：００、午後の部は１３：００～１５：３０の時間帯です。

Aグループ【徳原、一色・柴崎、堂坂・南条・町、田村・東野、能褒野東】
Bグループ【名越A、名越B、太田・森、岩森、長明寺、能褒野西、能褒野北】

9月 ６日
（月）

７日
（火）

８日
（水）

９日
（木）

１０日
（金）

8:30～1１:０0 A A A A A
13:00～15:３０ B B B B B

午前登校か午後登校かについて
は、日替わりで入れ替えることも考
えましたが、日によって、午前か午後
かが混在して混乱することも考慮し
て、Aグループは、午前登校、Bグ
ループは午後登校として固定します。
（万一、9月13日（月）以降の分散
登校が生じる場合は、グループを入
れ替える予定です。）

・午前の部は、通常通りの地区別集団登校。午前に３限の授業
を終え、給食なしで地区別集団下校で帰ります。
・午後の部は、ご家庭で昼食を済ませていただき、地区別集団
登校。（集合時刻等は、別紙プリント「9月6日～9月10日の集
団登校時刻表」をご覧ください。）午後に３限の授業を終え、地
区別集団下校で帰ります。
・登校時からマスク着用でお願します。また、家庭で検温を実施
し、本人または同居家族に発熱等の風邪症状がみられるときに
は、登校を控えてください。



【参考】「三重県緊急事態措置」から抜粋

○生活の維持に必要な場合を除き、日中も含め、外出や移動の
自粛を要請します。特に 20 時以降については、 外出の自粛
をお願いします。
○生活の維持に必要な場合を除き、県境を越える移動の自粛を
お願いします。
○外出の必要がある場合でも、例えば食料品は数日分まとめて
買うなどの工夫を行い外出の機会を半減させるとともに、でき
るだけ同居家族などと少人数で、混雑している場所や時間を
避けるとともに、感染対策が徹底されていない飲食店や営業時
間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えるよ
う要請します。
○「大人数や長時間に及ぶ飲食」といった場面は、感染のリスク
が高まります。 ホームパーティーなど自宅での家族以外との食
事会や、バーベキュー、路上・ 公園など屋外であっても、大人
数・長時間の飲食は避けてください。
また、 少人数、短時間の飲食であっても、特に飛沫感染に注
意するなど感染防止対策を徹底してください。
○体調に異変を感じた場合は、出勤や通学などの外出や人との
接触を避けると ともに、家庭内でも家族とは別室で過ごす、マ
スクを着用するなど対策をお願いします。併せて、早期にかかり
つけ医等身近な医療機関に相談してください。かかりつけ医が
無い場合や相談先に迷う場合は、「受診・相談センター」に相
談してください。
○普段一緒にいない人と飲食する場合は、会話の際にはマスクを
着用してください。
○感染された方やそのご家族、仕事や通勤等やむを得ない事情
で県外から来県される方、治療にあたっている医療従事者、外
国から帰国された方、日本に居住する外国人の方が差別や偏
見にさらされることがないよう、偏見・差別につながる行為、人
権侵害、誹謗中傷等は絶対に行わないでください。
○ワクチン接種は希望者の同意に基づき行われるものであり、職
場や周りの方などの接種を強制することや、接種を受けていな
い人に対する誹謗中傷、偏見や差別につながる行為は絶対に
行わないでください。

～感染防止にご協力を～
今一度、生活を振り返ってみてください。
ご家庭でも感染防止のために、

最大限気をつけて
・規則正しい生活を続けましょう。
×朝ねぼうや夜ふかし ×ゲームのやりすぎ
◎お手伝い ◎計画的に学習
◎適度な運動 ◎しっかり食事する
・手洗いをこまめに行いましょう。
・外出時は必ずマスクを着用しましょう。あごか
ら鼻まですっかり覆います。

マスクは、極力
「不織布マスク」の着用を
・３密（密閉、密集、密接）を避けましょう。
・子ども一人だけの外出は避け、おうちの人と
一緒か了解を得てから出かけましょう。
・風邪の症状があるときは、外出を控えましょう。
・風邪症状や発熱が続く場合は、医療機関に
相談を。

【必ず守っていただきたいこと】
〇お子さんに発熱等の風邪症状がある場合は、自宅休養（出席停止扱い）となります。
必要に応じて受診し、その場合は受診結果につきましても学校までお知らせください。

〇お子さんの同居家族（父、母、祖父母、そして兄弟姉妹でも）に発熱等風邪症状がみら
れる場合についても、お子さんの登校を控えてください。（出席停止扱い）
〇日頃の体調と比べて少しでもおかしいと思う症状があれば、できる限り早期に医療機関に
相談するか、医療機関を受診してください。

〇お子さんやその同居家族の方が体調不良や濃厚接触等によりＰＣＲ検査を受けるこ
とになった場合は、必ず、速やかに学校まで連絡いただきますようご協力願います。

※土日祝日の場合、学校閉校時連絡先 ０８０－４１９２－６２７６へ
〇登校後にお子さんの具合が悪くなった場合は、早退していただくことになります。急なお
迎えを要請することになりますが、必ず電話等に出ていただけるようご配慮願います。また、
お子さんが発熱等の風邪症状の場合は、その兄弟姉妹も含めて早退となります。ご理
解ご協力ください。

毎日の健康観察に ご協力を
9月からも、毎日お子さんの検温と健康観察を行い、健康観察カードへの記入をお願いします。また、同居ご
家族の方々の発熱の有無等もご記入いただきながら、家族みんなの健康状態の把握に努めてください。健康
観察カードへの記入は、土日祝日もお願いします。 記入は必ず保護者の方でお願いします。

感染防止、熱中症防止のために
忘れずに持たせてください

・ぼうし（日傘もＯＫ） ・水筒（十分な量）
・ハンカチ（予備も1枚以上ランドセルに）
・汗ふき用タオル

（手ふき用タオルとは別のもの）
・マスクの予備
（汗をかいた時に交換。）
～マスクは是非、不織布マスクで～



緊急事態宣言が発令中で、新型コロナウイルス感染の拡大
状況は、これまでにない規模となっております。子どもたちへの
感染拡大を防ぎ、健康と命を守ることを最優先に考えた措置と
して、放課後児童クラブの利用自粛要請や、学校の臨時休業や
分散登校を行うところです。1年前の4～5月にも、学校の臨時
休業や分散登校があり、放課後児童クラブや学校での預かりを実施しましたが、今回は、
その当時と比べても、比較にならないほど感染リスクは高いと思われ、保護者の皆様で
の見守りを切にお願いしたいところです。これらを踏まえて、放課後子ども教室の利用や
学校での預かりについては極力お控えくださいますよう重ねてお願いします。

上記の趣旨を十分ご理解いただいた上でも、どうしても放課後児童クラブの利用や
学校での預かりがないと、生活が成り立たないなどの事情、やむを得ない事情がある等、
特段の理由がある児童については、放課後児童クラブや学校での預かりを受け入れる
こととします。放課後児童クラブの利用については、クラブへ直接、ご相談や申し込みを
してください。（その場合は、学校預かりの対応も行います。）
また、放課後児童クラブを利用していないが、特別な支援が必要なご家庭の児童の学
校での預かりについては、学校にて個別に相談を受け付けます。早急にご連絡ください。

【参考】
～分散登校時に、どうしても放課後児童クラブ利用や学校預かりが必要な場合～
午前の登校の場合、地区別集団登校で登校し、３限目終了後、学校にて昼食（弁当）
をとった後、または各放課後児童クラブにて受け入れ後昼食（弁当）となります。
午後の登校の場合、８時から８時３０分を受付時間とした保護者による送迎の後、学
校預かりとし、昼食（弁当）後、１３時より、学級での授業を受け、放課後、各放課後児童
クラブにて受け入れとなります。

ご家庭からの緊急な連絡、困りごと、相談ごと等がありましたら、学校まで
電話（８５－０１０８）ください。（休日はこちらまで → ０８０－4192－6276）

オンライン同時配信授業について

9月6日（月）から分散登校が始まり、学校では、これまで通り、
新型コロナウイルス感染防止についてマスク着用や手洗いの徹底、
換気等、できうる限りの対策の徹底を進めていきますが、お子さん
の健康状況や新型コロナウイルス感染の不安等で登校を見合わせ
るご家庭もあるかと思います。また、お子さん本人や同居家族が感
染または感染疑いが生じた場合に登校できなくなることも十分予想されます。
そこで、登校せずに、自宅でオンライン同時配信授業を見ることができるよう準備中で

す。Ｚｏｏｍを使い、授業中の先生や黒板の様子が伝わるよう、生中継で音声と映像を送る
ものです。
詳細につきましては、別紙「『オンライン同時配信授業』について」をご覧になっていた

だき、上記のような事情で、登校せずにオンライン同時配信授業を希望される方は、手続
きをお願いします。期間が短いですがご協力ください。



2学期当初の予定

9月
1日（水）～3日（金）臨時休業
6日（月）分散登校 始業式
7日（火）～10日（金）分散登校

※9月６日（月）から８日（水）まで、
夏休み作品展を予定し、保護者
の皆様にもご覧いただくつもりで
したが、感染状況等を考え、9月
6日（月）から各教室での展示と
し、保護者来校はなしとします。ご
理解ください。

※9月１７日（月）は、「就学時健康
診断（来年度1年生）」を実施す
るため、児童は午前中のみの授
業となる見込みです。

※9月18日（土）の第3回PTA奉
仕作業は、実施を見合わせます。

合唱コンクール

8月4日（水）のNHK合唱
コンクールと、8月8日（日）の
全日本合唱コンクール三重県
大会に参加できました。NHK
合唱コンクールでは銅賞をい
ただきました。また、全日本合
唱コンクール三重県大会では、
11月予定の全日本合唱コン
クール参加の推薦状をいただ
きました。大きなホールでの合
唱で、かなり緊張していました
が、回を重ねる中で、自分た
ちの合唱を振り返りながら、よ
り力が発揮できるよう、大変
前向きに取り組めました。送
迎等にご協力いただき感謝し
ています。

2学期の学校行事について

三重県に緊急事態宣言が出ていることを受けて、
亀山市教育委員会から現時点で以下のように通知
が出ています。

「原則として、令和3年9月から10月の間に計画し
ている修学旅行、宿泊的行事、社会見学、遠足、校
区外の校外活動、運動会、文化祭、県外からの講師
等を招く活動、保護者等が多数集まる行事、大人数
で密が避けられない活動は中止又は延期すること」

従いまして、現時点で、以下の行事を延期します。

10月 7日（木） 8日（金） 5年生宿泊研修
10月14日（木）15日（金） 6年生修学旅行
10月23日（土） 運動会

修学旅行は12月に延期する方向です。また、運
動会や宿泊研修については、延期はするものの、感
染状況によっては開催方法等の変更もあり得ます。
延期日程や開催方法等、わかり次第お伝えしていき
ます。

第2回奉仕作業
7月31日（土）に能褒野西地区の方々にお世話
になりました。暑い中の作業でしたが、おかげで学
校がきれいになりました。ありがとうございました。


